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九

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
玖
珠
店

玖
珠
郡
玖
珠
町
塚
脇
七
百
二
十
九
番
一

外

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

貞
方

宏
司

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

貞
方

宏
司

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地

３

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日

４

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
二
百
五
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

５

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

建
物
東
側

五
十
四
台

㈡

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

建
物
東
側

十
五
台

㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

建
物
北
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

建
物
北
側

十
九
・
六
五
立
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

㈢

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

二
箇
所

建
物
敷
地
北
東
側

㈣

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

平
成
二
十
九
年

第
二
八
七
七
号

五

月

二

日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
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二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局

２

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
九
月
四
日
ま
で

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九

年
九
月
四
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
西
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

新
鮮
市
場
友
田
店
・
ユ
ニ
ク
ロ
日
田
店
・
（
仮
称
）
エ
デ
ィ
オ
ン
日
田
店
・
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ

日
田
友
田
店

日
田
市
大
字
友
田
字
森
ノ
木
八
百
二
番
地
の
一

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

木
本

泰
雄

大
分
市
大
分
流
通
業
務
団
地
二
丁
目
二
番
二
号

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

浅
田

俊
一

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三
番
地

株
式
会
社
日
田
中
央
木
材
市
場

代
表
取
締
役

十
時

和
之

日
田
市
大
字
友
田
二
千
四
百
六
十
八
番
地
の
三

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

代
表
取
締
役

久
保

允
誉

広
島
県
広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
十
八
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

変
更
前

千
六
百
七
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

四
千
八
百
七
十
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

⑴

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

変
更
前

駐
車
場
№
一

建
物
敷
地
内

百
三
十
五
台

合
計

百
三
十
五
台

変
更
後

駐
車
場
№
一

建
物
敷
地
内

百
十
三
台

駐
車
場
№
二

建
物
敷
地
内

七
十
五
台

駐
車
場
№
三

建
物
敷
地
内

六
十
六
台

合
計

二
百
五
十
四
台

⑵

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

変
更
前

駐
輪
場
№
一

Ａ
棟
北
側

十
二
台

駐
輪
場
№
二

Ｂ
棟
北
側

九
台

合
計

二
十
一
台

変
更
後

駐
輪
場
№
一

Ａ
棟
北
側

十
二
台

駐
輪
場
№
二

Ｂ
棟
北
側

九
台

駐
輪
場
№
三

Ｃ
棟
北
側

五
十
五
台

駐
輪
場
№
四

Ｄ
棟
北
側

二
十
四
台

合
計

百
台

⑶

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

変
更
前

荷
さ
ば
き
施
設
№
一

Ａ
棟
西
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
№
二

Ｂ
棟
西
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

百
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

荷
さ
ば
き
施
設
№
一

Ａ
棟
西
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



荷
さ
ば
き
施
設
№
二

Ｂ
棟
西
側

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
№
三

Ｃ
棟
南
側

三
十
二
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
№
四

Ｄ
棟
南
東
側

二
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

百
五
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル

⑷

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

変
更
前

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
№
一

Ａ
棟
西
側

十
六
・
七
二
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
№
二

Ｂ
棟
西
側

九
・
九
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

二
十
六
・
六
二
立
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
№
一

Ａ
棟
西
側

十
六
・
七
二
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
№
二

Ｂ
棟
西
側

九
・
九
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
№
三

Ｃ
棟
南
側

十
五
・
八
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
№
四

Ｄ
棟
南
側

十
九
・
八
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

六
十
二
・
二
二
立
方
メ
ー
ト
ル

㈢

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

⑴

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

（
年
間
三
日
間
は
、
開
店
時
刻
を
午
前
六
時
と
す
る
。
）

変
更
後

株
式
会
社
新
鮮
マ
ー
ケ
ッ
ト

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

（
年
間
三
日
間
は
、
開
店
時
刻
を
午
前
六
時
と
す
る
。
）

株
式
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
モ
リ

二
十
四
時
間

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

開
店
時
刻

午
前
九
時
三
十
分

閉
店
時
刻

午
後
九
時

⑵

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

駐
車
場
№
一

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

（
年
間
三
日
間
は
、
午
前
五
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。
）

変
更
後

駐
車
場
№
一

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

（
年
間
三
日
間
は
、
午
前
五
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。
）

駐
車
場
№
二

二
十
四
時
間

駐
車
場
№
三

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

⑶

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

変
更
前

駐
車
場
№
一

出
口
№
一

建
物
敷
地
北
側

入
口
№
二

建
物
敷
地
北
側

合
計

二
箇
所

変
更
後

駐
車
場
№
一

出
口
№
一

建
物
敷
地
北
側

入
口
№
二

建
物
敷
地
北
側

駐
車
場
№
二

出
入
口
№
三

建
物
敷
地
北
側

出
入
口
№
四

建
物
敷
地
北
側

駐
車
場
№
三

出
入
口
№
五

建
物
敷
地
北
側

合
計

五
箇
所

⑷

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

荷
さ
ば
き
施
設
№
一

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
№
二

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

変
更
後

荷
さ
ば
き
施
設
№
一

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
№
二

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
№
三

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
№
四

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

４

変
更
す
る
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
六
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
四
月
五
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
九
月
四
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九

年
九
月
四
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三
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○
教
育
委
員
会
告
示

職
務

内
容

平
成
２９年

８
月
１
日
以
降
大
分
県
立
海
洋
科
学
高
等
学

校
に
勤
務
し
、
同
校
所
属
の
実
習
船
の
二
等
機
関
士
と
し

て
、
各
種
航
海
に
お
け
る
運
行
及
び
当
該
実
習
船
の
維

持
・
管
理
等
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
。

採
用
予
定
者
数

１
人

職
種

海
事
職

（
二
等
機
関
士
）平
成
２９年

５
月
２
日
（
火
）
か
ら
同
年
６
月
１４日

（
水
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

願
書
受
付
期
間

・
４
⑵
の
書
類
の
提
出
先
に
持
参
す
る
こ
と
。

・
受
付
時
間
は
、
８
：
３０～

１７：
１５と

す
る
。

・
簡
易
書
留
と
し
、
封
筒
の
表
に
「
海
事
職
（
二
等
機
関
士
）
願
書
在
中
」
と
朱
書

き
す
る
こ
と
。

・
平
成
２９年

６
月
１４日

（
水
）
到
着
の
も
の
（
必
着
）
ま
で
有
効
と
す
る
。

①
持
参
に

よ
る
場
合

②
郵
送
に

よ
る
場
合

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
西
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
の
所
在
場
所

宇
佐
市
安
心
院
町
山
ノ
口
字
今
畑
ノ
平
二
一
六
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
ウ
ト
三
六

二
番
、
三
六
七
番

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部

森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局
並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
二
等
機
関
士
〕
）
採
用
選
考
を
次
の
要
項
に
よ
り
実

施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

大

分

県

教

育

委

員

会

平
成
２９年

度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
二
等
機
関
士
〕
）
採
用
選
考
実
施
要
項

大
分
県
教
育
委
員
会

１
目
的

大
分
県
立
学
校
の
海
事
職
（
二
等
機
関
士
）
を
志
望
す
る
者
に
つ
い
て
、
平
成
２９年

度
採
用
に
当
た
っ

て
の
選
考
資
料
と
す
る
た
め
に
実
施
す
る
。

２
選
考
対
象
の
職
種
、
採
用
予
定
者
数
及
び
職
務
内
容

３
受
験
資
格

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１４９号

）
に
規
定
す
る
四
級
海
技
士
（
機

関
）
の
免
状
（
平
成
２９年

８
月
１
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
よ
り
上

級
の
免
状
を
現
に
有
し
て
い
る
者
又
は
当
該
免
状
を
平
成
２９年

７
月
３１日

ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者

⑵
昭
和
３７年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者

⑶
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者

⑷
平
成
２９年

８
月
１
日
以
降
の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
者

４
出
願
等
手
続

⑴
願
書
受
付
期
間
及
び
提
出
方
法

提
出
方
法
は
、
次
の
①
又
は
②
と
す
る
。

⑵
書
類
の
提
出
先

大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
大
分
県
庁
舎
別
館
７
階

大
分
県
教
育
庁
教
育
人
事
課
採
用
試
験
・
免
許
班

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
員
会
告
示
）

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

四



注
意
事
項
等

・
必
要
事
項
を
記
入
し
、
写
真
を
貼
付
す
る
こ
と
。

・
必
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

・
四
級
海
技
士
（
機
関
）
以
上
の
免
状
の
写
し
を
同
封
す
る
こ
と
。

※
取
得
見
込
み
の
者
は
、
取
得
後
直
ち
に
提
出
す
る
こ
と
。

・
８２円

切
手
を
貼
り
、
住
所
及
び
氏
名
を
明
記
す
る
こ
と
（
宛
名
は

「
○
○
様
」
と
す
る
こ
と
。
）
。

の
り

・
封
筒
の
規
格
は
、
２３．５㎝

×
１２㎝

（
長
形
３
号
）
、
糊
付
封
筒
と

す
る
（
両
面
テ
ー
プ
貼
付
可
）
。

・
所
定
の
も
の
（
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
入
す
る
こ
と
。
）

提
出
物

願
書

受
験
票

海
技
免
状
の
写
し

返
信
用
封
筒
２
枚

（
「
受
験
票
送
付
用
」

及
び
「
選
考
結
果
通
知

用
」
）

自
己
紹
介
書

①②③④⑤

・
個
人
面
接
（
３０分

）
人
物
・
教
養
・
専
門
性
な
ど
に
つ
い
て
の
個
人
面
接

・
受
験
票
送
付
の
際
、
受
験
者
ご
と
に
日
程
を
通
知
す
る
。

試
験
内
容

日
程

郵
便
番
号

８７０－
８５０３

電
話
（
０９７）

５０６－
５５１７

⑶
提
出
書
類

（
注
意
）
ア
必
要
書
類
及
び
記
載
事
項
が
不
備
の
場
合
は
、
受
け
付
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。

イ
願
書
と
受
験
票
は
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

ウ
願
書
、
受
験
票
及
び
自
己
紹
介
書
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
h
ttp
://kyo

u
iku
.o
ita-ed

.jp
/）
か
ら
も
入
手
で
き
る
。

エ
受
験
料
は
不
要
で
あ
る
。

⑷
受
験
票
の
交
付

平
成
２９年

６
月
１６日

（
金
）
頃
本
人
宛
て
発
送
す
る
。
平
成
２９年

６
月
２１日

（
水
）
を
過
ぎ
て
も
受

験
票
が
届
か
な
い
場
合
は
、
⑵
の
書
類
の
提
出
先
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

５
選
考

⑴
期
日

平
成
２９年

６
月
２４日

（
土
）

⑵
試
験
場

大
分
県
庁
舎
別
館
６
階

６１会
議
室
（
大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
）

（
注
意
）
受
験
者
に
よ
る
県
庁
舎
駐
車
場
の
利
用
は
で
き
な
い
。

⑶
試
験
内
容
及
び
日
程

⑷
携
行
品

受
験
票

健
康
診
断
書
（
様
式
２
）

※
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
h
ttp
://kyo

u
iku
.o
ita-ed

.jp
/）
に
掲

載
し
た
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
印
刷
し
た
も
の
を
用
い
る
こ
と
。
ま
た
、
選
考

当
日
の
提
出
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
は
、
事
前
に
４
⑵
の
書
類
の
提
出
先
に
電
話
連

絡
す
る
こ
と
。

⑸
選
考
結
果

選
考
の
結
果
は
、
平
成
２９年

６
月
３０日

（
金
）
午
前
９
時
に
、
大
分
県
庁
舎
本
館
１
階
の
県
政
掲
示

板
（
県
民
室
横
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
受
験
者
全
員
に
文
書
で
通
知
す

る
。
ま
た
、
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
h
ttp
://kyo

u
iku
.o
ita

-ed
.jp
/）
に
も
掲
載
す
る
。

６
試
験
の
配
点

個
人
面
接

２００点

７
得
点
等
の
送
付
・
開
示

受
験
者
全
員
に
対
し
て
、
選
考
試
験
の
得
点
を
、
選
考
試
験
の
結
果
の
通
知
と
と
も
に
送
付
す
る
（
口

頭
に
よ
る
開
示
（
簡
易
開
示
）
は
行
わ
な
い
。
）
。

８
合
格
者
の
行
う
手
続

合
格
者
は
、
指
定
す
る
日
ま
で
に
採
用
の
た
め
の
必
要
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。
詳
細
は
、
合
格
者
に

対
し
て
通
知
す
る
。

９
採
用
及
び
給
与

⑴
合
格
者
は
、
平
成
２９年

８
月
１
日
以
降
採
用
す
る
。

⑵
選
考
試
験
の
合
格
者
で
あ
っ
て
も
、
次
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
採
用
し
な

い
。

①
受
験
資
格
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

②
四
級
海
技
士
（
機
関
）
以
上
の
免
状
を
取
得
見
込
の
者
が
、
平
成
２９年

７
月
３１日

ま
で
に
当
該
免

状
を
取
得
で
き
な
い
場
合

③
大
分
県
教
育
関
係
職
員
健
康
診
断
審
議
会
の
審
議
の
結
果
、
「
就
労
不
可
」
と
判
断
さ
れ
た
場
合

⑶
願
書
等
の
記
載
事
項
に
虚
偽
が
あ
っ
た
場
合
や
、
県
職
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
違
行
為
が

あ
っ
た
場
合
は
、
合
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

⑷
採
用
時
の
給
料
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３２年

大
分
県
条
例
第
３９号

）
等
の
規
定
に

基
づ
き
決
定
す
る
。
そ
の
他
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
・
勤
勉
手
当
等
の
諸
手
当

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

な
お
、
採
用
前
の
職
歴
を
有
す
る
者
は
、
条
件
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
る
。

１０
そ
の
他大

分
県
報
（
教
育
委
員
会
告
示
）

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

五
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職
務

内
容

平
成
２９年

８
月
１
日
以
降
大
分
県
立
海
洋
科
学
高
等
学

校
に
勤
務
し
、
同
校
所
属
の
実
習
船
の
機
関
員
と
し
て
、

各
種
航
海
に
お
け
る
運
行
及
び
当
該
実
習
船
の
維
持
・
管

理
等
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
。

採
用
予
定
者
数

１
人

職
種

海
事
職
（
機
関
員
）平
成
２９年

５
月
２
日
（
火
）
か
ら
同
年
６
月
１４日

（
水
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜

日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

願
書
受
付
期
間

・
４
⑵
の
書
類
の
提
出
先
に
持
参
す
る
こ
と
。

・
受
付
時
間
は
、
８
：
３０～

１７：
１５と

す
る
。

・
簡
易
書
留
と
し
、
封
筒
の
表
に
「
海
事
職
（
機
関
員
）
願
書
在
中
」
と
朱
書
き
す

る
こ
と
。

・
平
成
２９年

６
月
１４日

（
水
）
到
着
の
も
の
（
必
着
）
ま
で
有
効
と
す
る
。

①
持
参
に

よ
る
場
合

②
郵
送
に

よ
る
場
合

注
意
事
項
等

・
必
要
事
項
を
記
入
し
、
写
真
を
貼
付
す
る
こ
と
。

・
必
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

・
五
級
海
技
士
（
機
関
）
以
上
の
免
状
の
写
し
を
同
封
す
る
こ
と
。

※
取
得
見
込
み
の
者
は
、
取
得
後
直
ち
に
提
出
す
る
こ
と
。

・
８２円

切
手
を
貼
り
、
住
所
及
び
氏
名
を
明
記
す
る
こ
と
（
宛
名
は

「
○
○
様
」
と
す
る
こ
と
。
）
。

の
り

・
封
筒
の
規
格
は
、
２３．５㎝

×
１２㎝

（
長
形
３
号
）
、
糊
付
封
筒
と

す
る
（
両
面
テ
ー
プ
貼
付
可
）
。

・
所
定
の
も
の
（
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
入
す
る
こ
と
。
）

提
出
物

願
書

受
験
票

海
技
免
状
の
写
し

返
信
用
封
筒
２
枚

（
「
受
験
票
送
付
用
」

及
び
「
選
考
結
果
通
知

用
」
）

自
己
紹
介
書

①②③④⑤

携
帯
電
話
は
試
験
場
内
で
は
電
源
を
切
り
、
か
ば
ん
等
に
入
れ
て
お
く
こ
と
。

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
八
号

平
成
二
十
九
年
度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
機
関
員
〕
）
採
用
選
考
を
次
の
要
項
に
よ
り
実
施
す

る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

大

分

県

教

育

委

員

会

平
成
２９年

度
大
分
県
立
学
校
職
員
（
海
事
職
〔
機
関
員
〕
）
採
用
選
考
実
施
要
項

大
分
県
教
育
委
員
会

１
目
的

大
分
県
立
学
校
の
海
事
職
（
機
関
員
）
を
志
望
す
る
者
に
つ
い
て
、
平
成
２９年

度
採
用
に
当
た
っ
て
の

選
考
資
料
と
す
る
た
め
に
実
施
す
る
。

２
選
考
対
象
の
職
種
、
採
用
予
定
者
数
及
び
職
務
内
容

３
受
験
資
格

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
１４９号

）
に
規
定
す
る
五
級
海
技
士
（
機

関
）
の
免
状
（
平
成
２９年

８
月
１
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
よ
り
上

級
の
免
状
を
現
に
有
し
て
い
る
者
又
は
当
該
免
状
を
平
成
２９年

７
月
３１日

ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者

⑵
昭
和
３７年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者

⑶
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

の
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
者

⑷
平
成
２９年

８
月
１
日
以
降
の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
者

４
出
願
等
手
続

⑴
願
書
受
付
期
間
及
び
提
出
方
法

提
出
方
法
は
、
次
の
①
又
は
②
と
す
る
。

⑵
書
類
の
提
出
先

大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
大
分
県
庁
舎
別
館
７
階

大
分
県
教
育
庁
教
育
人
事
課
採
用
試
験
・
免
許
班

郵
便
番
号

８７０－
８５０３

電
話
（
０９７）

５０６－
５５１７

⑶
提
出
書
類

（
注
意
）
ア
必
要
書
類
及
び
記
載
事
項
が
不
備
の
場
合
は
、
受
け
付
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。

イ
願
書
と
受
験
票
は
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

ウ
願
書
、
受
験
票
及
び
自
己
紹
介
書
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
h
ttp
://kyo

u
iku
.o
ita-ed

.jp
/）
か
ら
も
入
手
で
き
る
。

エ
受
験
料
は
不
要
で
あ
る
。

⑷
受
験
票
の
交
付

平
成
２９年

６
月
１６日

（
金
）
頃
本
人
宛
て
発
送
す
る
。
平
成
２９年

６
月
２１日

（
水
）
を
過
ぎ
て
も
受

験
票
が
届
か
な
い
場
合
は
、
⑵
の
書
類
の
提
出
先
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

５
選
考

⑴
期
日

平
成
２９年

６
月
２４日

（
土
）

⑵
試
験
場

大
分
県
報
（
教
育
委
員
会
告
示
）

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日
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・
個
人
面
接
（
３０分

）
人
物
・
教
養
・
専
門
性
な
ど
に
つ
い
て
の
個
人
面
接

・
受
験
票
送
付
の
際
、
受
験
者
ご
と
に
日
程
を
通
知
す
る
。

試
験
内
容

日
程

○
公

告

大
分
県
庁
舎
別
館
６
階

６１会
議
室
（
大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
）

（
注
意
）
受
験
者
に
よ
る
県
庁
舎
駐
車
場
の
利
用
は
で
き
な
い
。

⑶
試
験
内
容
及
び
日
程

⑷
携
行
品

受
験
票

健
康
診
断
書
（
様
式
２
）

※
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
h
ttp
://kyo

u
iku
.o
ita-ed

.jp
/）
に
掲

載
し
た
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
印
刷
し
た
も
の
を
用
い
る
こ
と
。
ま
た
、
選
考

日
当
日
の
提
出
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
は
、
事
前
に
４
⑵
の
書
類
の
提
出
先
に
電
話

連
絡
す
る
こ
と
。

⑸
選
考
結
果

選
考
の
結
果
は
、
平
成
２９年

６
月
３０日

（
金
）
午
前
９
時
に
、
大
分
県
庁
舎
本
館
１
階
の
県
政
掲
示

板
（
県
民
室
横
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
受
験
者
全
員
に
文
書
で
通
知
す

る
。
ま
た
、
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
大
分
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
h
ttp
://kyo

u
iku
.o
ita

-ed
.jp
/）
に
も
掲
載
す
る
。

６
試
験
の
配
点

個
人
面
接

２００点

７
得
点
等
の
送
付
・
開
示

受
験
者
全
員
に
対
し
て
、
選
考
試
験
の
得
点
を
、
選
考
試
験
の
結
果
の
通
知
と
と
も
に
送
付
す
る
（
口

頭
に
よ
る
開
示
（
簡
易
開
示
）
は
行
わ
な
い
。
）
。

８
合
格
者
の
行
う
手
続

合
格
者
は
、
指
定
す
る
日
ま
で
に
採
用
の
た
め
の
必
要
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。
詳
細
は
、
合
格
者
に

対
し
て
通
知
す
る
。

９
採
用
及
び
給
与

⑴
合
格
者
は
、
平
成
２９年

８
月
１
日
以
降
採
用
す
る
。

⑵
選
考
試
験
の
合
格
者
で
あ
っ
て
も
、
次
の
①
か
ら
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
採
用
し
な

い
。

①
受
験
資
格
が
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

②
五
級
海
技
士
（
機
関
）
以
上
の
免
状
を
取
得
見
込
の
者
が
、
平
成
２９年

７
月
３１日

ま
で
に
当
該
免

状
を
取
得
で
き
な
い
場
合

③
大
分
県
教
育
関
係
職
員
健
康
診
断
審
議
会
の
審
議
の
結
果
、
「
就
労
不
可
」
と
判
断
さ
れ
た
場
合

⑶
願
書
等
の
記
載
事
項
に
虚
偽
が
あ
っ
た
場
合
や
、
県
職
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
違
行
為
が

あ
っ
た
場
合
は
、
合
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

⑷
採
用
時
の
給
料
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
３２年

大
分
県
条
例
第
３９号

）
等
の
規
定
に

基
づ
き
決
定
す
る
。
そ
の
他
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
・
勤
勉
手
当
等
の
諸
手
当

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

な
お
、
採
用
前
の
職
歴
を
有
す
る
者
は
、
条
件
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
る
。

１０
そ
の
他

携
帯
電
話
は
試
験
場
内
で
は
電
源
を
切
り
、
か
ば
ん
等
に
入
れ
て
お
く
こ
と
。

平
成
２９年

度
大
分
県
職
員

（看
護
師

）採
用
選
考
試
験
公
告

平
成
２９年

５
月
２
日

大
分
県
病
院
局

次
の
と
お
り
、
大
分
県
職
員
（
看
護
師
）
採
用
選
考
試
験
を
行
い
ま
す
。

１
選
考
対
象
職
及
び
職
務
の
内
容

看
護
師
（
大
分
県
立
病
院
、
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
－
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
－
等
に
勤
務
し
、

看
護
師
と
し
て
の
業
務
に
従
事
し
ま
す
。
）

２
受
験
資
格

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
２０３号

）
に
規
定
す
る
看
護
師
免
許
を
有
す
る
者
又

は
平
成
３０年

５
月
３１日

ま
で
に
当
該
免
許
を
取
得
見
込
み
の
者

⑵
昭
和
６３年

４
月
２
日
か
ら
平
成
１０年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

⑶
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

に
該
当
し
な
い
者

⑷
平
成
３０年

４
月
１
日
以
降
の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
者

※
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
も
受
験
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
、
採
用
時

に
職
務
に
従
事
可
能
な
在
留
資
格
が
な
い
場
合
は
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
本
国
籍
を
有
し
な

い
者
の
任
用
に
当
た
っ
て
は
、
「
公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
形
成
へ
の
参
画
に
携
わ
る
職
に
は

就
け
な
い
」
と
い
う
公
務
員
の
基
本
原
則
に
沿
っ
た
任
用
が
行
わ
れ
ま
す
。

※
上
記
の
資
格
又
は
免
許
を
取
得
見
込
み
の
者
は
、
平
成
３０年

５
月
３１日

ま
で
に
取
得
で
き
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
こ
の
試
験
に
合
格
し
て
も
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

大
分
県
報
（
教
育
委
員
会
告
示
・
公
告
）

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日
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場
所

大
分
県
立
病
院

（
大
分
市
大
字
豊

饒
４７６番

地
）

日
時

平
成
２９年

７
月
２９日

（
土
）

受
付

８
：
１０～

８
：
３０

専
門
試
験
８
：
４５～

１０：
１５

適
性
検
査

１０：
４０～

１１：
３０

面
接
試
験

１２：
３０～

※
受
験
者
数
の
状
況
に
よ
っ
て
は

面
接
試
験
の
実
施
日
等
を
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

選
考
の
内
容

人
体
の
構
造
と
機
能
、
疾
病
の

成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進
、
健

康
支
援
と
社
会
保
障
制
度
、
基

礎
看
護
学
等
に
つ
い
て
の
記
述

式
に
よ
る
筆
記
試
験

看
護
職
と
し
て
の
適
応
性
を
資

質
、
能
力
及
び
対
人
関
係
の
面

か
ら
み
る
検
査

公
務
員
及
び
看
護
師
と
し
て
の

適
格
性
、
専
門
的
知
識
並
び
に

人
物
に
つ
い
て
の
個
別
面
接

選
考
項
目

専
門
試
験

（
記
述
式
）

（
１５０点

）

看
護
職

適
性
検
査

（
１００点

）

面
接
試
験

（
２５０点

）

開
示
場
所

大
分
県
立
病
院
事

務
局
総
務
経
営
課

（
大
分
県
立
病
院

３
階
）

開
示
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
１
箇
月
間

（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日

を
除
く
８
：
３０～

１７：
１５）

開
示
方
法

閲
覧

開
示
内
容

種
目
別
得
点
、

総
合
得
点
及
び

順
位

開
示
請
求
で
き
る
者

受
験
者

〔

〕

〔

〕

所
在

地
等

〒
８７０－

８５１１
大
分
市
大
字
豊
饒
４７６（

大
分
県
立
病
院
３
階
）

電
話
（
０９７）

５４６－
７１１１・

７１１２

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
－
１
－
１

電
話
（
０９７）

５３６－
１１１１

〒
８７０－

００２２
大
分
市
大
手
町
２
－
３
－
１２（

大
分
県
市
町
村
会
館

６
階
）
電
話
（
０９７）

５０６－
５２１１

〒
８７３－

０５０４
国
東
市
国
東
町
安
国
寺
７８６－

１
（
国
東
総
合
庁
舎

内
）
電
話
（
０９７８）

７２－
１２１２

〒
８７６－

０８１３
佐
伯
市
長
島
町
１
－
２
－
１
（
佐
伯
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７２）

２２－
０３９０

機
関

名

大
分
県
立
病

院

大
分
県
庁
舎
の
各
受
付

（
本
館
、
新
館
、
別
館
）

大
分
県
人
事
委
員
会
事
務
局

東
部

振
興

局

南
部

振
興

局

３
選
考
方
法
、
日
時
等

（
注
）
合
格
発
表
は
、
８
月
２５日

（
金
）
に
大
分
県
立
病
院
１
階
正
面
玄
関
掲
示
板
及
び
大
分
県
ホ
－

ム
ペ
－
ジ
（
病
院
局
の
ペ
－
ジ

h
ttp
://w
w
w
.p
ref.o

ita.jp
/so
sh
iki/7

5
0
0
7
/）
に
て
受
験

番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
は
別
途
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

合
格
者
に
郵
送
す
る
合
格
通
知
書
は
延
着
又
は
不
着
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
必
ず
上
記
の

掲
示
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

４
選
考
結
果
の
開
示

選
考
結
果
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１３年

大
分
県
条
例
第
４５号

）
第
２１条

第

１
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
で
開
示
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
開
示
に
当
た
っ
て
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
本
人
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
学
生
証
、
パ
ス
ポ
－
ト
等
）
を
必
ず
持
参
の
上
、
開
示
場
所
に

お
い
で
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
各
選
考
項
目
に
は
そ
れ
ぞ
れ
合
格
基
準
を
設
け
て
お
り
、
一
つ
で
も
基
準
に
達
し
な
い
場
合

は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
総
合
得
点
及
び
順
位
が
上
位
で
あ
っ
て
も
「
不
合
格
」
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

［
得
点
の
算
出
方
法
］

看
護
職
適
性
検
査
の
得
点
は
、
粗
点
（
正
解
数
）
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な
く
、
平
均
点
、
標

準
偏
差
を
用
い
て
下
記
の
方
法
で
算
出
し
た
標
準
点
を
用
い
ま
す
。

粗
点
－
平
均
点

標
準
点
＝

配
点
割
合

（１
.０

）
×

×

１
５

＋

５
０

標
準
偏
差

５
受
験
手
続

⑴
受
験
申
込
書
類

ア
平
成
２９年

度
大
分
県
職
員
（
看
護
師
）
採
用
選
考
試
験
申
込
書

イ
平
成
２９年

度
大
分
県
職
員
（
看
護
師
）
採
用
選
考
試
験
受
験
票

��������

ウ
面
接
カ
－
ド

各
１
部

エ
看
護
師
免
許
取
得
済
の
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
免
許
証
の
写
し
（
Ａ
４
サ
イ
ズ
に

縮
小
の
こ
と
）

※
上
記
ア
及
び
イ
に
貼
付
す
る
写
真
は
、
申
込
前
３
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
脱
帽
、
正
面
向
き
で
本

人
と
明
瞭
に
確
認
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑵
申
込
書
等
の
請
求

申
込
書
等
は
、
次
の
県
の
機
関
で
配
布
し
ま
す
。

大
分
県
報
（
公
告
）

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

八



〒
８７８－

００１３
竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手
１５０１－

２
（
竹
田
総
合
庁

舎
内
）
電
話
（
０９７４）

６３－
１１７１

〒
８７７－

０００４
日
田
市
城
町
１
－
１
－
１０（

日
田
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７３）

２３－
２２００

〒
８７９－

０４５４
宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
２３５－

１
（
宇
佐
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７８）

３２－
１１７０

〒
１０４－

００６１
東
京
都
中
央
区
銀
座
２
－
２
－
２
（
ヒ
ュ
－
リ
ッ
ク

西
銀
座
ビ
ル
６
階
）
電
話
（
０３）

６８６２－
８７８７

〒
５３０－

０００１
大
阪
市
北
区
梅
田
１
－
１
－
３
－
２１００（

大
阪
駅
前

第
３
ビ
ル
２１階

）
電
話
（
０６）

６３４５－
００７１

〒
８１０－

０００１
福
岡
市
中
央
区
天
神
２
－
１４－

８
（
福
岡
天
神
セ
ン

タ
－
ビ
ル
１０階

）
電
話
（
０９２）

７２１－
００４１

豊
肥

振
興

局

西
部

振
興

局

北
部

振
興

局

大
分
県
東
京
事
務
所

大
分
県
大
阪
事
務
所

大
分
県
福
岡
事
務
所

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
注
１
）
申
込
書
等
は
大
分
県
ホ
－
ム
ペ
－
ジ
（
病
院
局
の
ペ
－
ジ

h
ttp
://w
w
w
.p
ref.o

ita.jp
/

so
sh
iki/7

5
0
0
7
/）
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

（
注
２
）
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
左
側
に
「
大
分
県
職
員
（
看
護
師
）
採
用
選
考
受
験

案
内
請
求
」
と
赤
書
き
の
上
、
返
信
用
封
筒
（
角
形
２
号
封
筒
（
２４０ｍ

ｍ
×
３３２ｍ

ｍ
）
に
宛

先
を
明
記
し
１４０円

切
手
を
貼
付
し
た
も
の
）
を
同
封
し
、
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営

課
人
事
班
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

⑶
申
込
書
の
提
出

所
定
の
申
込
書
等
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
受
験
票
の
所
定
欄
に
６２円

切
手
を
貼
付
の
上
、
下
記
に

よ
り
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
な
お
、
受
験
票
を
大
分
県
ホ
－
ム
ペ
－
ジ
（
病
院
局
の
ペ
－
ジ
）
か
ら

印
刷
し
た
場
合
は
、
官
製
は
が
き
の
裏
面
に
貼
付
の
上
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
左
側
に
「
大
分
県
職
員
（
看
護
師
）
採
用
選
考
受
験
」
と
赤
書
き
し
、

郵
便
局
の
窓
口
に
持
参
し
て
簡
易
書
留
の
手
続
を
行
い
、
簡
易
書
留
の
受
領
証
を
受
験
票
が
届
く
ま
で

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

（
申
込
先
）
大
分
県
病
院
局
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営
課
人
事
班

〒
８７０－

８５１１
大
分
市
大
字
豊
饒
４７６番

地

（
申
込
期
間
）
平
成
２９年

５
月
２２日

（
月
）
か
ら
同
年
６
月
２３日

（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜

日
を
除
く
。
）
の
８
時
３０分

か
ら
１７時

１５分
ま
で
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
６
月
２３日

（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り

受
け
付
け
ま
す
。

⑷
申
込
者
へ
の
受
験
票
の
郵
送
等

大
分
県
病
院
局
が
申
込
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
７
月
上
旬
に
申
込
者
に
受
験
票
を
郵
送
し
ま
す
。

な
お
、
７
月
７
日
（
金
）
ま
で
に
受
験
票
が
届
か
な
い
場
合
は
、
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営

課
人
事
班
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

６
採
用
予
定
者
数

１５人

７
採
用
時
期

採
用
予
定
時
期
は
、
原
則
と
し
て
平
成
３０年

４
月
１
日
で
す
。

な
お
、
平
成
３０年

４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
職
員
定
数
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
年
度
内
の
一
定
期
間
、

臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
任
用
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
免
許
取
得
見
込
み
の
人
に
つ
い
て
は
、
平
成
３０年

４
月
１
日
か
ら
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
任

用
さ
れ
た
後
、
職
員
定
数
状
況
を
考
慮
の
上
、
同
年
５
月
１
日
以
降
に
正
規
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
ま

す
。

８
勤
務
予
定
場
所

大
分
県
立
病
院
、
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
－
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
－
等
に
勤
務
し
、
看
護
業
務

に
従
事
し
ま
す
。

９
給
与

初
任
給
と
し
て
月
額
、
大
卒
２１０，８００円

、
短
大
３
卒
２０５，２００円

（
平
成
２９年

４
月
１
日
現
在
）
の
ほ

か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
勤
務
態
様

等
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
職
歴
等
を
有
す
る
者
は
、
条
件
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
ま
す
。

１０
問
合
せ
・
連
絡
先

大
分
県
病
院
局
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営
課
人
事
班

〒
８７０－

８５１１
大
分
市
大
字
豊
饒
４７６番

地

電
話
０９７－

５４６－
７２８２

平
成
２９年

度
大
分
県
職
員
（
助
産
師
）
採
用
選
考
試
験
公
告

平
成
２９年

５
月
２
日

大
分
県
病
院
局

次
の
と
お
り
、
大
分
県
職
員
（
助
産
師
）
採
用
選
考
試
験
を
行
い
ま
す
。

１
選
考
対
象
職
及
び
職
務
の
内
容

大
分
県
報
（
公
告
）

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日

九



場
所

大
分
県
立
病
院

（
大
分
市
大
字
豊

饒
４７６番

地
）

日
時

平
成
２９年

７
月
２９日

（
土
）

受
付

８
：
１０～

８
：
３０

専
門
試
験
８
：
４５～

１０：
１５

適
性
検
査

１０：
４０～

１１：
３０

面
接
試
験

１２：
３０～

※
受
験
者
数
の
状
況
に
よ
っ
て
は

面
接
試
験
の
実
施
日
等
を
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

選
考
の
内
容

基
礎
助
産
学
、
助
産
診
断
・
技

術
学
、
地
域
母
子
保
健
、
助
産

管
理
等
に
つ
い
て
の
記
述
式
に

よ
る
筆
記
試
験

看
護
職
と
し
て
の
適
応
性
を
資

質
、
能
力
及
び
対
人
関
係
の
面

か
ら
み
る
検
査

公
務
員
及
び
助
産
師
と
し
て
の

適
格
性
、
専
門
的
知
識
並
び
に

人
物
に
つ
い
て
の
個
別
面
接

選
考
項
目

専
門
試
験

（
記
述
式
）

（
１５０点

）

看
護
職

適
性
検
査

（
１００点

）

面
接
試
験

（
２５０点

）

開
示
場
所

大
分
県
立
病
院
事

務
局
総
務
経
営
課

（
大
分
県
立
病
院

３
階
）

開
示
期
間

合
格
発
表
の
日
か
ら
１
箇
月
間

（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日

を
除
く
８
：
３０～

１７：
１５）

開
示
方
法

閲
覧

開
示
内
容

種
目
別
得
点
、

総
合
得
点
及
び

順
位

開
示
請
求
で
き
る
者

受
験
者

〔

〕

〔

〕

助
産
師
（
大
分
県
立
病
院
、
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
－
等
に
勤
務
し
、
助
産
師
と
し
て
の
業
務

に
従
事
し
ま
す
。
）

２
受
験
資
格

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

⑴
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
２０３号

）
に
規
定
す
る
助
産
師
免
許
を
有
す
る
者
又

は
平
成
３０年

５
月
３１日

ま
で
に
当
該
免
許
を
取
得
見
込
み
の
者

⑵
昭
和
５８年

４
月
２
日
か
ら
平
成
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

⑶
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２５年

法
律
第
２６１号

）
第
１６条

に
該
当
し
な
い
者

⑷
平
成
３０年

４
月
１
日
以
降
の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
者

※
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
も
受
験
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
は
、
採
用
時

に
職
務
に
従
事
可
能
な
在
留
資
格
が
な
い
場
合
は
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
本
国
籍
を
有
し
な

い
者
の
任
用
に
当
た
っ
て
は
、
「
公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
形
成
へ
の
参
画
に
携
わ
る
職
に
は

就
け
な
い
」
と
い
う
公
務
員
の
基
本
原
則
に
沿
っ
た
任
用
が
行
わ
れ
ま
す
。

※
上
記
の
資
格
又
は
免
許
を
取
得
見
込
み
の
者
は
、
平
成
３０年

５
月
３１日

ま
で
に
取
得
で
き
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
こ
の
試
験
に
合
格
し
て
も
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

３
選
考
方
法
、
日
時
等

（
注
）
合
格
発
表
は
、
８
月
２５日

（
金
）
に
大
分
県
立
病
院
１
階
正
面
玄
関
掲
示
板
及
び
大
分
県
ホ
－

ム
ペ
－
ジ
（
病
院
局
の
ペ
－
ジ

h
ttp
://w
w
w
.p
ref.o

ita.jp
/so
sh
iki/7

5
0
0
7
/）
に
て
受
験

番
号
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
は
別
途
文
書
で
通
知
し
ま
す
。

合
格
者
に
郵
送
す
る
合
格
通
知
書
は
延
着
又
は
不
着
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
必
ず
上
記
の

掲
示
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

４
選
考
結
果
の
開
示

選
考
結
果
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１３年

大
分
県
条
例
第
４５号

）
第
２１条

第

１
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
で
開
示
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
開
示
に
当
た
っ
て
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
本
人
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
学
生
証
、
パ
ス
ポ
－
ト
等
）
を
必
ず
持
参
の
上
、
開
示
場
所
に

お
い
で
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
各
選
考
項
目
に
は
そ
れ
ぞ
れ
合
格
基
準
を
設
け
て
お
り
、
一
つ
で
も
基
準
に
達
し
な
い
場
合

は
、
不
合
格
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
総
合
得
点
及
び
順
位
が
上
位
で
あ
っ
て
も
「
不
合
格
」
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

［
得
点
の
算
出
方
法
］

看
護
職
適
性
検
査
の
得
点
は
、
粗
点
（
正
解
数
）
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な
く
、
平
均
点
、
標

準
偏
差
を
用
い
て
下
記
の
方
法
で
算
出
し
た
標
準
点
を
用
い
ま
す
。

粗
点
－
平
均
点

標
準
点
＝
配
点
割
合

（１
.０

）
×

×

１
５

＋

５
０

標
準
偏
差

５
受
験
手
続

⑴
受
験
申
込
書
類

ア
平
成
２９年

度
大
分
県
職
員
（
助
産
師
）
採
用
選
考
試
験
申
込
書

イ
平
成
２９年

度
大
分
県
職
員
（
助
産
師
）
採
用
選
考
試
験
受
験
票

��������

ウ
面
接
カ
－
ド

各
１
部

エ
助
産
師
免
許
取
得
済
の
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
免
許
証
の
写
し
（
Ａ
４
サ
イ
ズ
に

縮
小
の
こ
と
）

※
上
記
ア
及
び
イ
に
貼
付
す
る
写
真
は
、
申
込
前
３
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
脱
帽
、
正
面
向
き
で
本
人
と

大
分
県
報
（
公
告
）

平
成
二
十
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所
在

地
等

〒
８７０－

８５１１
大
分
市
大
字
豊
饒
４７６（

大
分
県
立
病
院
３
階
）

電
話
（
０９７）

５４６－
７１１１・

７１１２

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
－
１
－
１

電
話
（
０９７）

５３６－
１１１１

〒
８７０－

００２２
大
分
市
大
手
町
２
－
３
－
１２（

大
分
県
市
町
村
会
館

６
階
）
電
話
（
０９７）

５０６－
５２１１

〒
８７３－

０５０４
国
東
市
国
東
町
安
国
寺
７８６－

１
（
国
東
総
合
庁
舎

内
）
電
話
（
０９７８）

７２－
１２１２

〒
８７６－

０８１３
佐
伯
市
長
島
町
１
－
２
－
１
（
佐
伯
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７２）

２２－
０３９０

〒
８７８－

００１３
竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手
１５０１－

２
（
竹
田
総
合
庁

舎
内
）
電
話
（
０９７４）

６３－
１１７１

〒
８７７－

０００４
日
田
市
城
町
１
－
１
－
１０（

日
田
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７３）

２３－
２２００

〒
８７９－

０４５４
宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
２３５－

１
（
宇
佐
総
合
庁
舎
内
）

電
話
（
０９７８）

３２－
１１７０

〒
１０４－

００６１
東
京
都
中
央
区
銀
座
２
－
２
－
２
（
ヒ
ュ
－
リ
ッ
ク

西
銀
座
ビ
ル
６
階
）
電
話
（
０３）

６８６２－
８７８７

〒
５３０－

０００１
大
阪
市
北
区
梅
田
１
－
１
－
３
－
２１００（

大
阪
駅
前

第
３
ビ
ル
２１階

）
電
話
（
０６）

６３４５－
００７１

〒
８１０－

０００１
福
岡
市
中
央
区
天
神
２
－
１４－

８
（
福
岡
天
神
セ
ン

タ
－
ビ
ル
１０階

）
電
話
（
０９２）

７２１－
００４１

機
関

名

大
分
県
立
病
院

大
分
県
庁
舎
の
各
受
付

（
本
館
、
新
館
、
別
館
）

大
分
県
人
事
委
員
会
事
務
局

東
部

振
興

局

南
部

振
興

局

豊
肥

振
興

局

西
部

振
興

局

北
部

振
興

局

大
分
県
東
京
事
務
所

大
分
県
大
阪
事
務
所

大
分
県
福
岡
事
務
所

明
瞭
に
確
認
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑵
申
込
書
等
の
請
求

申
込
書
等
は
、
次
の
県
の
機
関
で
配
布
し
ま
す
。

（
注
１
）
申
込
書
等
は
大
分
県
ホ
－
ム
ペ
－
ジ
（
病
院
局
の
ペ
－
ジ
h
ttp
://w
w
w
.p
ref.o

ita.jp
/

so
sh
iki/7

5
0
0
7
/）
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

（
注
２
）
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
左
側
に
「
大
分
県
職
員
（
助
産
師
）
採
用
選
考
受
験
案

内
請
求
」
と
赤
書
き
の
上
、
返
信
用
封
筒
（
角
形
２
号
封
筒
（
２４０ｍ

ｍ
×
３３２ｍ

ｍ
）
に
宛
先
を

明
記
し
１４０円

切
手
を
貼
付
し
た
も
の
）
を
同
封
し
、
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営
課
人
事

班
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

⑶
申
込
書
の
提
出

所
定
の
申
込
書
等
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
受
験
票
の
所
定
欄
に
６２円

切
手
を
貼
付
の
上
、
下
記
に

よ
り
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
な
お
、
受
験
票
を
大
分
県
病
院
局
ホ
－
ム
ペ
－
ジ
か
ら
印
刷
し
た
場
合

は
、
官
製
は
が
き
の
裏
面
に
貼
付
の
上
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
左
側
に
「
大
分
県
職
員
（
助
産
師
）
採
用
選
考
受
験
」
と
赤
書
き
し
、

郵
便
局
の
窓
口
に
持
参
し
て
簡
易
書
留
の
手
続
を
行
い
、
簡
易
書
留
の
受
領
証
を
受
験
票
が
届
く
ま
で

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

（
申
込
先
）
大
分
県
病
院
局
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営
課
人
事
班

〒
８７０－

８５１１
大
分
市
大
字
豊
饒
４７６番

地

（
申
込
期
間
）
平
成
２９年

５
月
２２日

（
月
）
か
ら
同
年
６
月
２３日

（
金
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜

日
を
除
く
。
）
の
８
時
３０分

か
ら
１７時

１５分
ま
で
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
６
月
２３日

（
金
）
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り

受
け
付
け
ま
す
。

⑷
申
込
者
へ
の
受
験
票
の
郵
送
等

大
分
県
病
院
局
が
申
込
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
７
月
上
旬
に
申
込
者
に
受
験
票
を
郵
送
し
ま
す
。

な
お
、
７
月
７
日
（
金
）
ま
で
に
受
験
票
が
届
か
な
い
場
合
は
、
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営

課
人
事
班
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

６
採
用
予
定
者
数

３
人

７
採
用
時
期

採
用
予
定
時
期
は
、
原
則
と
し
て
平
成
３０年

４
月
１
日
で
す
。

な
お
、
平
成
３０年

４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
職
員
定
数
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
年
度
内
の
一
定
期
間
、

臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
任
用
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
免
許
取
得
見
込
み
の
人
に
つ
い
て
は
、
平
成
３０年

４
月
１
日
か
ら
臨
時
的
任
用
職
員
と
し
て
任

用
さ
れ
た
後
、
職
員
定
数
状
況
を
考
慮
の
上
、
同
年
５
月
１
日
以
降
に
正
規
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
ま

す
。

８
勤
務
予
定
場
所

大
分
県
立
病
院
、
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
－
等
に
勤
務
し
、
助
産
業
務
に
従
事
し
ま
す
。

９
給
与
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初
任
給
と
し
て
月
額
、
大
卒
２１３，８００円

、
短
大
３
卒
２０５，２００円

（
平
成
２９年

４
月
１
日
現
在
）
の
ほ

か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
等
が
勤
務
態
様

等
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
職
歴
等
を
有
す
る
者
は
、
条
件
に
応
じ
て
加
算
さ
れ
ま
す
。

１０
問
合
せ
・
連
絡
先

大
分
県
病
院
局
大
分
県
立
病
院
事
務
局
総
務
経
営
課
人
事
班

〒
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分
市
大
字
豊
饒
４７６番

地

電
話
０９７－

５４６－
７２８２

大
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平
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